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＜ご参考＞連結キャッシュ・フロー計算書(自2021年4月1日　至2022年3月31日) (単位:百万円)
金 額

営業活動によるキャッシュ・フロー
税 引 前 当 期 利 益 210,706
減 価 償 却 費 及 び 償 却 費 43,019
減 損 損 失 1,078
金 融 収 益 △1,718
金 融 費 用 1,664
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 （ △ は 利 益 ） 45
有 形 固 定 資 産 売 却 損 （ △ は 利 益 ） △704
有 形 固 定 資 産 除 却 損 120
事 業 譲 渡 益 △1,656
為 替 差 損 益 （ △ は 利 益 ） △4,882
そ の 他 △2,001

営業活動によるキャッシュ･フロー（運転資本の増減等調整前） 245,671
運 転 資 本 の 増 減
棚 卸 資 産 の 減 少 額 （ △ は 増 加 額 ） △7,092
売 上 債 権 及 び そ の 他 の 債 権 の 減 少 額 （ △ は 増 加 額 ） △8,696
仕 入 債 務 及 び そ の 他 の 債 務 の 増 加 額 （ △ は 減 少 額 ） 5,700
退 職 給 付 に 係 る 負 債 及 び 引 当 金 の 増 加 額 ( △ は 減 少 額 ） 702
小 計 236,284
利 息 の 受 取 額 955
配 当 金 の 受 取 額 42
利 息 の 支 払 額 △366
支 払 法 人 所 得 税 △47,291
還 付 法 人 所 得 税 431
営業活動によるキャッシュ・フロー 190,055

投資活動によるキャッシュ・フロー
定 期 預 金 の 払 戻 に よ る 収 入 212
定 期 預 金 の 預 入 に よ る 支 出 △217
有 形 固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入 1,469
有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出 △28,872
投 資 の 売 却 に よ る 収 入 219
投 資 の 取 得 に よ る 支 出 △195
子 会 社 の 売 却 に よ る 収 入 2,040
子 会 社 の 取 得 に よ る 支 出 △120
事 業 譲 渡 に よ る 収 入 1,588
事 業 譲 受 に よ る 支 出 △2,102
そ の 他 の 収 入 277
そ の 他 の 支 出 △3,597
投資活動によるキャッシュ・フロー △29,298

財務活動によるキャッシュ・フロー
支 払 配 当 金 △33,201
非 支 配 持 分 へ の 支 払 配 当 金 △89
短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 （ △ は 減 少 ） △200
長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出 △23
リ ー ス 負 債 の 返 済 に よ る 支 出 △8,217
自 己 株 式 の 売 却 に よ る 収 入 0
自 己 株 式 の 取 得 に よ る 支 出 △65,764
ス ト ッ ク ・ オ プ シ ョ ン の 行 使 に よ る 収 入 607
非 支 配 持 分 か ら の 払 込 み に よ る 収 入 164
財務活動によるキャッシュ・フロー △106,722

現金及び現金同等物の増加額（△は減少） 54,034
現金及び現金同等物の期首残高 334,897
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 30,473
現金及び現金同等物の期末残高 419,404

（注）１.キャッシュ・フローに関する数値の△は、現金及び現金同等物の流出を示しております。
　　　２.上記記載金額は、表示単位未満を四捨五入しております。
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連 結 注 記 表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
１．連結計算書類の作成基準

　連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準に準拠して作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、国際会
計基準で求められる開示項目の一部を省略しております。

２．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 141社
主要な連結子会社の名称 HOYA HOLDINGS,INC.

HOYA HOLDINGS N.V.
HOYA HOLDINGS(ASIA) B.V.
HOYA HOLDINGS ASIA PACIFIC PTE LTD
当連結会計年度において、新規設立により３社増加し、一方で合併等により１社、清算により２社、売却により２社減少しておりま
す。その結果、２社減少しております。

３．持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数 11社
主要な関連会社の名称 AvanStrate株式会社

４．会計方針に関する事項
⑴　金融資産の評価基準及び評価方法

　金融資産は、「償却原価で測定する金融資産」、「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」
のいずれかに分類されます。

① 償却原価で測定する金融資産
　契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有することを目的とする事業モデルの中で保有され、契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支
払いのみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる金融資産であります。実効金利法による償却原価により測定しております。

② その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
　契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルの中で保有され、契約条件により元本及び元本残高に対する利息の支
払いのみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる金融資産であります。公正価値の変動額はその他の包括利益に含めて認識しております。
　資本性金融商品のうち、公正価値の事後の変動を、その他の包括利益に表示するという取消不能の選択を行ったものは、公正価値の変動はその他の包括利益
として認識しております。

③ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
　上記以外の金融資産については、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。公正価値の変動額は純損益として認識しております。

④ 金融資産の減損
　「償却原価で測定する金融資産」については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しております。
　当社グループは、期末日ごとに金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増大しているかどうかを評価しております。当初認識時点から信用リス
クが著しく増大していない場合には、12か月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増大してい
る場合には、全期間の予想信用損失に等しい金額を貸倒引当金として認識しております。ただし、営業債権については、常に貸倒引当金を全期間の予想信用損
失と同額で測定しております。予想信用損失は、信用情報の変化や債権の期日経過情報等を反映する方法で見積もっております。当該測定にかかる金額は、純
損益で認識しております。

⑵　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　棚卸資産は、原価又は正味実現可能価額のいずれか低い金額で計上されます。正味実現可能価額とは、通常の事業の過程における見積売価から、完成までに要す
る費用及び販売に要する見積費用を控除した金額であります。原価は、主として総平均法に基づいて算定されており、購入原価、加工費及び棚卸資産の現在の保管
場所及び状態に至るまでに要したすべての費用を含んでおります。加工費には、固定及び変動製造間接費の適切な配賦額も含んでおります。

⑶　有形固定資産及び無形資産(のれんを除く)の評価基準、評価方法及び減価償却又は償却の方法
① 有形固定資産

　当社グループは、有形固定資産の測定に「原価モデル」を採用しております。
　有形固定資産は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した帳簿価額で表示されております。建設中の資産は、生産目的、管理目的又は使
用目的が未定であるもののいずれも、取得原価により計上し、認識された減損損失累計額を控除しております。取得原価には、資産の取得に直接付随する費
用、資産の解体・撤去及び設置していた場所の原状回復費用に関する初期見積り費用及び（該当ある場合には）長期プロジェクトのための借入費用等が含まれ
ます。これらの資産の減価償却は、使用可能となった時点から開始されます。
　重要な構成部分を定期的に交換する必要がある場合、当社グループはその部分について、固有の耐用年数により減価償却される個別資産として認識しており
ます。また、日常的に生じる有形固定資産の保守費用は、発生時に損益として認識しております。
　土地及び建設仮勘定以外の資産の減価償却費は、以下の見積耐用年数にわたり、主として定額法で計上されます。見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法
は、将来に反映される見積りの変動の影響を考慮して、各連結会計年度末に見直されます。
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建物及び構築物 　　　　３－50 年
機械装置及び運搬具 　　３－10 年
工具、器具及び備品 　　２－10 年

② 無形資産
　当社グループは、無形資産の測定に「原価モデル」を採用しております。また、無形資産は、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した帳簿価
額で表示されております。
イ．個別に取得した無形資産及び企業結合で取得した無形資産

　個別に取得した無形資産は当初認識時に取得原価で測定されます。企業結合で取得した無形資産は、無形資産の定義を満たし、識別可能であり、かつ公正
価値が信頼性をもって測定できる場合、のれんとは別個に識別され、取得日の公正価値で認識されます。

ロ．自己創設無形資産（研究開発費）
　研究活動の支出は、発生した連結会計年度に費用として認識されます。
　開発過程（又は内部プロジェクトの開発段階）で発生した費用は、以下のすべてを立証できる場合に限り、資産計上されます。

⒜　使用又は売却できるように無形資産を完成させることの技術上の実行可能性
⒝　無形資産を完成させ、さらにそれを使用又は売却するという企業の意図
⒞　無形資産を使用又は売却する能力
⒟　無形資産が可能性の高い将来の経済的便益を創出する方法
⒠　無形資産の開発を完成させ、さらにそれを使用又は売却するために必要となる、適切な技術上、財務上及びその他の資源の利用可能性
⒡　開発期間中に無形資産に起因する支出を、信頼性をもって測定できる能力

　自己創設無形資産の当初認識額は、無形資産が上記の認識条件のすべてを初めて満たした日から開発完了までに発生した費用の合計額であります。償却
は、開発に費やした資金が回収されると見込まれる期間で行い、将来の経済的便益の獲得が期待できなくなった場合等には、残存する帳簿価額を損失として
認識いたします。
　当初認識後、自己創設無形資産は、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で計上されます。自己創設無形資産が認識されない場合
は、開発費用は発生した連結会計年度に費用として認識されます。

ハ．無形資産の償却
　見積耐用年数にわたって定額法で償却しております。主な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。なお、耐用年数を確定できない無形資産は
ありません。

技術資産　　　　　　　　５－20年
顧客関連資産　　　　　　５－16年
ソフトウェア　　　　　　３－５年

③ 有形固定資産及び無形資産の減損
　当社グループでは、各連結会計年度末に有形固定資産及び無形資産の帳簿価額について、減損の兆候の有無を判定しております。減損の兆候がある場合に
は、その資産又はその資産の属する資金生成単位ごとの回収可能価額の見積りを行っております。
　資産（又は資金生成単位）の回収可能価額が帳簿価額を下回った場合、資産（又は資金生成単位）の帳簿価額は回収可能価額まで切り下げられます。

⑷　リース
　当社グループは、借手としてのリース取引について、リース開始日に使用権資産及びリース負債を認識しております。リース負債は未払リース料総額の現在価値
で測定し、使用権資産は、リース負債の当初測定の金額に開始日以前に支払ったリース料等、借手に発生した当初直接コスト及びリースの契約条件で要求されてい
る原状回復義務等のコストを調整した取得原価で測定しております。
　当初認識後は、使用権資産は耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法で減価償却を行っております。
　リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は連結包括利益計算書において認識しております。
　ただし、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び原資産が少額のリースについては、使用権資産及びリース負債を認識せず、リース料をリース期間にわたっ
て、定額法又は他の規則的な基礎のいずれかにより費用として認識しております。
　貸手としてのリース取引について、リースをオペレーティング・リースまたはファイナンス・リースのいずれかに分類しております。原資産の所有に伴うリスク
と経済的価値のほとんどすべてを移転する場合には、ファイナンス・リースに分類し、原資産の所有に伴うリスクと経済的価値のほとんどすべてを移転するもので
はない場合には、オペレーティング・リースに分類しております。
　ファイナンス・リース取引においては、リース開始日に、ファイナンス・リースに基づいて保有している資産を連結財政状態計算書に認識し、それらを正味リー
ス投資未回収額に等しい金額で債権として計上しております。
　オペレーティング・リース取引においては、対象となる資産を連結財政状態計算書に計上しており、受取リース料は連結包括利益計算書においてリース期間にわ
たって定額法により収益として認識しております。

⑸　のれん
　事業の取得から生じたのれんは、「移転された対価、被取得企業の非支配持分の金額及び取得企業が以前に保有していた被取得企業の資本持分の公正価値の合計
額」が、取得日における「識別可能資産及び引き受けた負債の正味価額」を超える金額で資産に認識されます。のれんは当初、取得原価で資産として認識され、償
却は行わず、毎連結会計年度において減損テストが実施されます。連結財政状態計算書には、取得原価から減損損失累計額を控除した帳簿価額で計上されます。
　のれんは、企業結合のシナジーから便益を得ることが期待される資金生成単位又は資金生成単位グループに配分されます。のれんが配分された資金生成単位は、
各連結会計年度末、又は減損の兆候がある場合には随時、減損テストが実施されます。資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額よりも低い場合、減損損失は、ま
ず、その資金生成単位に配分されたのれんの帳簿価額から控除し、残額があればその資金生成単位におけるその他の資産の帳簿価額の比例割合でその他の資産から
控除されます。のれんについて認識された減損損失はその後の期間で戻入ができません。資金生成単位の処分の際には、関連するのれんの金額は処分の損益額に含
められます。
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⑹　重要な引当金の計上方法
　過去の事象の結果として、現在の法的債務及び推定的債務が存在し、当社グループが当該債務の決済をするために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能
性が高く、その債務の金額を信頼性をもって見積ることができる場合に、連結会計年度末日における債務に関するリスク及び不確実性を考慮に入れた、現在の債務
の決済のために必要な支出（将来キャッシュ・フロー）の最善の見積りにより、引当金を認識いたします。
　引当金の貨幣の時間価値が重要な場合には、見積られた将来キャッシュ・フローをその負債に固有のリスクを反映させた税引前割引率で割り引いた現在価値で測
定しております。時の経過に伴う割引額の割戻しは、金融費用として認識しております。
　各引当金の説明は以下のとおりであります。

① 資産除去債務引当金
　賃借事務所・建物・店舗等に対する原状回復義務及び固定資産に関連する有害物質の除去に備え、過去の原状回復実績及び事務所等に施した内部造作の耐用
年数を考慮して決定した使用見込期間等を基礎として、各物件の状況を個別具体的に勘案して資産除去債務を見積り、認識・測定しております。計算に用いる
割引率は使用見込期間、所在国等により異なります。
　将来において経済的便益の流出が予測される時期は、主に各連結会計年度末日より１年を経過した後の時期であります。

② 製品保証引当金
　販売済製品（眼鏡製品等）に対して、保証期間内に発生が見込まれるアフターサービス費用に充てるため、過年度の実績を基礎に将来の保証見込を加味し
て、製品保証費用を見積り、認識・測定しております。
　将来において経済的便益の流出が予測される時期は、連結会計年度末日より１年以内の時期であります。

③ 企業結合により発生した偶発負債
　企業結合により発生した偶発負債は、取得日の公正価値で当初認識・測定されます。当初認識後は、各連結会計年度末日において偶発債務の支払見積額、発
生確率及び支払時期を基に再度見積っております。

⑺　退職給付に係る会計処理の方法
　確定給付型の退職給付に係る費用は、各連結会計年度末に、年金数理計算で予測単位積増方式を用いて算定しております。
　再測定は、数理計算上の差異、資産上限額の変動の影響、制度資産に係る収益（利息分除く）を含み、発生期間にその他の包括利益に認識することで即時に連結
財政状態計算書に反映されます。その他の包括利益に認識された再測定は、即時に利益剰余金に反映され、純損益には振り替えられません。
　過去勤務費用は、制度改定が行われた期間に純損益に認識しております。
　利息純額は、確定給付負債又は資産の純額に対して、報告期間の期首時点の割引率を使用して計算しております。
　確定給付費用は以下のように分類しております。

勤務費用（当期勤務費用、過去勤務費用、縮小及び清算に伴う利得又は損失を含む）
利息費用純額又は利息収益純額
再測定

　当社グループは、確定給付費用の最初の２つの要素を「人件費」及び「金融費用」の項目で純損益に表示しております。
　連結財政状態計算書上に認識される退職給付債務は、当社グループの確定給付制度における実際の積立不足又は積立超過を表しております。この計算による積立
超過は、制度からの返還又は制度に対する将来掛金の減額という形による利用可能な将来の経済的便益の現在価値を上限としております。
　確定拠出型の退職給付に係る費用は、拠出した連結会計年度に費用として認識しております。

⑻　収益の計上基準
　顧客との契約について、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

　当社グループは、ヘルスケア関連製品、メディカル関連製品、エレクトロニクス関連製品、映像関連製品等の販売を行っております。当該製品に対する支配が顧
客に移転し、当社グループの履行義務が充足されると判断される時期に応じて、船積日または顧客に引き渡された時点等で収益を認識しております。メディカル関
連製品の保守契約等は、時の経過につれて履行義務が充足されると判断されるため、契約期間にわたって均等に収益を認識しております。収益は割引、割戻し及び
消費税等の税金を控除した金額で測定されます。

⑼　重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
① 外貨建取引

　当社グループの各企業の個々の財務諸表は、その企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨（機能通貨）で表示されます。連結計算書類の目的のため、各
企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローは、親会社の機能通貨であり、連結計算書類の表示通貨である日本円で表示されます。各企業の個々の財務
諸表を作成する際、その企業の機能通貨以外の通貨（外貨）での取引の換算については、取引日の為替レートが使用されます。
　各連結会計年度末日に、外貨建の貨幣項目は、連結会計年度末日の為替レートで換算されます。公正価値で計上された外貨建非貨幣項目は、公正価値が決定
した日の為替レートで換算されます。
　換算又は決済により生じる為替差損益は、その期間の損益として認識されます。
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その他の流動資産 20,460百万円

② 在外子会社等の財務諸表
　連結計算書類を表示するために、当社グループの在外子会社等の資産及び負債は、連結会計年度末日の為替レートを使用して日本円で表示されます。損益項
目は、連結会計年度期間中の為替レートが著しく変動していない限り、その期間の平均為替レートで換算されます。為替レートに著しい変動がある場合には、
取引日の為替レートが使用されます。換算差額が生じた場合、その他の包括利益に「在外営業活動体の換算損益」として認識され、累積額は資本の「累積その
他の包括利益」に分類されます。在外営業活動体の換算損益は、在外子会社等が処分された期間に損益として認識されます。当該損益は、連結包括利益計算書
の「その他の費用」に含まれております。

５．重要な会計上の見積り及び判断
　連結計算書類の作成にあたり、当社経営者は将来に関する見積り及び仮定の設定を行っております。その見積り及び仮定は過去の実績や決算日時点の合理的と考え
られる要因を勘案した経営者による最善の見積りに拠っておりますが、それらが有する性質により関連する実際の結果と異なる可能性があります。なお、新型コロナ
ウイルスが当連結会計年度に与える影響は限定的であったことから、翌連結会計年度以降への影響についても限定的であるという仮定を置いた上で合理的な見積りを
実施しております。
　当連結会計年度の連結計算書類において経営者の見積り及び判断を行った項目のうち、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以
下の通りです。

仮払法人所得税の回収可能性
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②その他の事項
　連結財政状態計算書に関する注記３．その他の流動資産に記載の通り、当社は2007年３月期から2011年３月期までの５事業年度、2012年３月期から2014
年３月期までの３事業年度及び2015年３月期から2018年３月期までの４事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社
と当社との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領しました。更正処分の取り消しのための手続を進めた結果、処分の一部を取
り消す旨の裁決書を受領しましたが、処分の取り消しが認められなかった部分について、更正処分の取り消しのための訴訟等により回収可能と判断しており、
それぞれ納付額7,916百万円、4,544百万円、8,000百万円を仮払法人所得税として資産計上しております。
　処分取り消しに係る訴訟等の結果によっては、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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売上債権及びその他の債権 2,965百万円
長期金融資産 385百万円

有形固定資産－純額 443,546百万円

連結財政状態計算書に関する注記
１．資産から直接控除した貸倒引当金

２．有形固定資産に係る減価償却累計額

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

３．その他の流動資産
　当社は2007年３月期から2011年３月期までの５事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取引に関して、
2013年６月26日に、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領し、更正処分の取り消しのための手続を進めておりました。
　2018年３月29日に国税不服審判所より、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領いたしましたが、今回の裁決のうち処分の取り消しが認められなかった部分につ
きましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額7,916百万円を仮払法人所得税
として、「その他の流動資産」に含めております。
　また、2018年６月27日に、2012年３月期から2014年３月期までの３事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社
との取引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領し、更正処分の取り消しのための手続きを進めておりました。
　2020年11月11日に国税不服審判所より、処分の一部を取り消す旨の裁決書を受領いたしましたが、今回の裁決のうち処分の取り消しが認められなかった部分につ
きましては、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求めてまいります。このため、納付額4,544百万円を仮払法人所得税
として、「その他の流動資産」に含めております。
　2021年６月29日に、2015年３月期から2018年３月期までの４事業年度につき、エレクトロニクス関連製品の開発・製造を行う当社の海外関係会社と当社との取
引に関して、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領しましたが、当社の主張と相違があるため、速やかに、法令に則り、すべての処分の取り消しを求
めてまいります。このため、納付額8,000百万円を仮払法人所得税として、「その他の流動資産」に含めております。
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当期発生額 290百万円
税効果額 △52百万円
計 238百万円

当期発生額 3,060百万円
税効果額 △781百万円
計 2,279百万円

当期発生額 46,952百万円
組替調整額 △101百万円

税効果調整前 46,850百万円
税効果額 △11百万円
計 46,839百万円

当期発生額 142百万円
組替調整額 1百万円

計 142百万円

その他の包括利益合計 49,498百万円

連結包括利益計算書に関する注記
１．その他の収益

　子会社株式売却益を2,135百万円、事業譲渡益を1,656百万円計上しております。

２．その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
⑴　確定給付負債（資産）の純額の再測定

⑵　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

⑶　在外営業活動体の換算損益

⑷　持分法適用関連会社のその他の包括利益持分

－ 8 －



普通株式 369,702,020株

・配当金の総額 16,619百万円
・１株当たり配当額 45円
・基準日 2021年３月31日
・効力発生日 2021年６月1日

・配当金の総額 16,602百万円
・１株当たり配当額 45円
・基準日 2021年９月30日
・効力発生日 2021年11月30日

・配当金の総額 23,732百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 65円
・基準日 2022年３月31日
・効力発生日 2022年６月１日

普通株式 435,300株

連結持分変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

２．配当に関する事項
⑴　配当金支払額等

① 2021年５月28日開催取締役会決議による配当に関する事項

② 2021年10月28日開催取締役会決議による配当に関する事項

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2022年５月26日開催取締役会決議による配当に関する事項

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数
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連結財政状態
計算書計上額(※) 公正価値(※) 差額

長期金融資産 52,364 52,279 (86)

資産計 52,364 52,279 (86)

長期有利子負債 (1,043) (1,024) 19
その他の長期金融負債 (23,863) (21,913) 1,950

負債計 (24,906) (22,938) 1,969

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

⑴　市場リスク
① 為替変動

　当社グループでは継続的な営業活動から生じる債権債務の決済について、ユーロ、USドル、円の主要３通貨によって、可能な限り為替をマリーさせる方針と
しております。すなわち、輸出入取引を継続的に行う事業子会社では輸出代金として受け取った外貨を現地通貨へ交換せずに保有し、そのまま輸入支払に充てる
ことで外貨の交換頻度を少なくし、為替変動リスクを軽減しております。一方、複数の戦略的事業単位が存在し資金調達や配当を行う親会社、及び孫会社から配
当を受け、親会社や事業会社に資金を再配分する持株会社では、外貨建債権債務及び外貨預金の貸借バランスに不均衡が生じ、USドルやユーロに対する円高又
は円安局面、USドルに対するユーロ高又はユーロ安局面において重要な為替差損益が生じることがあります。
　なお、当社グループは、経理規程において、為替予約等のデリバティブ取引を原則として禁止しており、事業目的上必要な場合に限り、HOYAグループ本社承
認規程に基づいてCFOの承認を得た上で実施することとしております。例えば、外貨建債権債務に係る当社グループ内の資金貸借に係る将来キャッシュ・フロー
を固定するため、又はグループ内における配当金額を確定するために為替予約を締結することがあります。

② 金利変動
　当社グループの資金調達において、有利子負債の割合は小さく、金利変動リスクは僅少であります。

③ 資本性金融商品の価格変動
　当社グループは、資本性金融商品（株式）から生じる株価変動リスクに晒されております。短期トレーディング目的で保有する資本性金融商品はなく、ビジネ
ス戦略を円滑に遂行するために保有しております。当社グループは、これらの投資を活発に売却することはしておりません。資本性金融商品については、定期的
に時価や発行体の財務状況を把握しております。

⑵　信用及び流動性リスク
　当社グループは各戦略的事業単位の責任者の承認の下で、与信限度額を設定して管理しております。
　また、当社グループにおいて、流動性リスクを管理する究極的な責任は、取締役会から委任を受けたCFOにあります。CFOの指示を受け、当社グループの財務
本部が中心となり、適切に、剰余金、銀行からの借入枠を維持し、予算と実際のキャッシュ・フローをモニタリングし、流動性リスクを管理しております。配当、
賞与等の支払のために一時的に資金が不足する場合に備えて、コマーシャル・ペーパーの発行枠を確保しております。

２．金融商品の公正価値に関する事項
　2022年３月31日（連結会計年度末）における連結財政状態計算書計上額、公正価値及びこれらの差額については、次のとおりであります。
　以下の表に表示されているものを除き連結財政状態計算書計上額と公正価値は近似しております。

（単位：百万円）

※負債に計上されているものについては（　）で示しております。

３．金融商品の公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項
　　　金融商品の公正価値を、公正価値の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つレベルに分類しております。
　　　レベル１：活発に取引される市場での公表価格により測定された公正価値
　　　　　　　　・レベル１に分類された長期金融資産は、上場有価証券であり、相場価格を用いて評価しております。
　　　レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接、又は間接的に使用して算出された公正価値
　　　　　　　　・レベル２に分類された長期金融資産の公正価値は、一定の期間ごとに区分した債権毎に、リスクフリー・レート等で割り引いた現在価値により算定
　　　　　　　　　しております。
　　　　　　　　・レベル２に分類された長期有利子負債及びその他の長期金融負債の公正価値は、一定の期間ごとに区分した債務毎に、債務額を満期までの期間及び
　　　　　　　　　信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。
　　　レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
　　　　　　　　・レベル３に分類された長期金融資産は、主として非上場有価証券であり、純資産に基づく評価技法や、ディスカウント・キャッシュ・フロー法及び
　　　　　　　　　類似上場会社法に基づく評価技法により公正価値を算定しております。
　　　　　　　　・レベル３に分類されたその他の長期金融負債は、企業結合により生じた条件付対価であり、将来の見通しに貨幣の時間的価値を考慮して算定してお
　　　　　　　　　ります。
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レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期金融資産 923 － 41,073 41,997

資産計 923 － 41,073 41,997

その他の長期金融負債 － － (101) (101)

負債計 － － (101) (101)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期金融資産 － 10,282 － 10,282

資産計 － 10,282 － 10,282

長期有利子負債 － (1,024) － (1,024)

その他の長期金融負債 － (21,812) － (21,812)

負債計 － (22,836) － (22,836)

　(1)経常的に公正価値で測定される金融資産及び金融負債の公正価値
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　　　　　※負債に計上されているものについては（　）で示しております。

　(2)経常的に公正価値で測定されていない金融資産及び金融負債の公正価値
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　　　　　※負債に計上されているものについては（　）で示しております。
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日本 アジア 米州 欧州 その他 合計

ライフケア

ヘルスケア関連製品 111,784 35,436 65,111 82,714 4,778 299,823

メディカル関連製品 20,686 18,488 22,591 43,317 2,645 107,726

 ライフケア計 132,470 53,924 87,702 126,030 7,423 407,549

情報・通信

エレクトロニクス関連製品 20,540 175,562 10,692 2,932 － 209,726

映像関連製品 8,824 28,510 746 597 1 38,677

 情報・通信計 29,364 204,072 11,438 3,529 1 248,403

その他 2,829 684 767 1,235 － 5,514

外部顧客からの売上収益 164,663 258,679 99,907 130,794 7,424 661,466

（単位：百万円）

契約残高

顧客との契約から生じた債権 130,172

契約負債 3,954

収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループの報告セグメントによる継続事業からの収益及び業績は以下のとおりであります。
（単位：百万円）

2．収益を理解するための基礎となる情報
　連結計算書類作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項」の「⑻収益の計上基準」に記載のとおりであります。

3．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
⑴　契約残高

　顧客との契約から生じた債権、契約負債の内訳は以下のとおりであります。契約負債は、主に顧客からの前受金及び前受収益であり、当社グループが製品に対す
る支配またはサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取った場合に増加し、当社グループが履行義務を充足することにより減少します。

（注）当連結会計年度に認識された収益について、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は1,449百万円であります。また、当連結会計年度において、過去
の期間に充足（または部分的に充足）した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。

⑵　残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループは、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。ま
た、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。また、対価について重大な金融要素は含んでおりません。

⑶　契約コストから認識した資産
　当社グループは、実務上の便法を適用し、償却期間が１年以内である場合には、契約獲得の増分コストを費用として認識しております。
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⑴　１株当たり親会社所有者帰属持分 2,201円68銭
⑵　基本的１株当たり当期利益 446円45銭

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
（自己株式の消却）

　2022年３月24日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、資本効率の向上と発行済株式総数の減数を通じた株主利益の増進を図る観点から、
2022年２月１日の取締役会決議に基づき取得した自己株式の消却を決議し、2022年４月７日に自己株式3,922,600株を消却いたしました。

(1）消却した株式の種類　普通株式
(2）消却した株式の総数　3,922,600株
（消却前の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　1.07％）
(3）消却実施日　2022年４月７日
(4）消却後の発行済株式総数　365,779,420株

（自己株式の取得）

　2022年５月６日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第459条第１項及び当社定款第39条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたし
ました。

１．自己株式の取得を行う理由
　株主還元を強化するとともに、資本効率の向上及び機動的な資本政策の遂行を図るため。
２．取得に係る事項の内容
(1）取得対象株式の種類：当社普通株式
(2）取得し得る株式の総数：5,000,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　1.37％）
(3）株式の取得価額の総額：60,000百万円（上限）
(4）取得期間：2022年５月９日～2022年７月20日（約定ベース）
(5）取得方法：投資一任契約に基づく市場買付
(6）その他：取得予定の自己株式は、株主還元を目的に消却を予定しております。

(注) 本連結計算書類中及び本連結注記表中の記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。
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有形固定資産
（リース資産を除く）

1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は定額法、それ以外の有形固定資産については定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年～50年、機械及び装置
４年～15年、工具、器具及び備品２年～18年であります。

無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、特許権の償却年数は８年、ソフトウェアの償却年数は５年（社内における利用可能期間）でありま
す。

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
しております。

個 別 注 記 表

重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のあるもの 時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のないもの 移動平均法による原価法

２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法
　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）であります。

４．固定資産の減価償却の方法

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

６．重要な引当金の計上方法
⑴　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内

容評価法により計上しております。
⑵　賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。
⑶　製品保証引当金 販売済み製品に対して、当社の保証期間内に発生が見込まれるアフターサービス費用に充てるため、過年度の実績を基礎に将来の保証

見込を加味して計上しております。
⑷　特別修繕引当金 連続熔解炉の一定期間毎に行う大修繕の支出に備えるため、前回の大修繕における支出額を基礎とした見積額によって計上しておりま

す。
７．収益の計上基準

　顧客との契約について、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

　当社は、ヘルスケア関連製品、メディカル関連製品、エレクトロニクス関連製品、映像関連製品等の販売を行っております。当該製品に対する支配が顧客に移転
し、当社の履行義務が充足されると判断される時期に応じて、船積日または顧客に引き渡された時点等で収益を認識しております。メディカル関連製品の保守契約
等は、時の経過につれて履行義務が充足されると判断されるため、契約期間にわたって均等に収益を認識しております。収益は割引、割戻し及び消費税等の税金を
控除した金額で測定されます。

会計方針の変更に関する注記
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日。）を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交
換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品
又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しておりま
す。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及
適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該会計基準等を適用したことに
よる利益剰余金の当期首残高への影響はありません。なお、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首より適用し、時価算定会計基
準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準を適用したことによる影響は軽微であります。
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会計上の見積りに関する注記
　計算書類の作成にあたり、当社経営者は将来に関する見積り及び仮定の設定を行っております。その見積り及び仮定は過去の実績や決算日時点の合理的と考えられる
要因を勘案した経営者による最善の見積りに拠っておりますが、それらが有する性質により関連する実際の結果と異なる可能性があります。なお、新型コロナウイルス
が当事業年度に与える影響は限定的であったことから、翌事業年度以降への影響についても限定的であるという仮定を置いた上で合理的な見積りを実施しております。
　当事業年度の計算書類において経営者の見積り及び判断を行った項目のうち、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。

関係会社株式の評価
(1)当事業年度の計算書類に計上した金額　　　　　　　　　関係会社株式　140,220百万円
(2) その他の事項

市場価格のない関係会社株式の減損処理の要否は、取得原価と実質価額とを比較することにより判定されており、実質価額が取得原価に比べ50％以上低下したとき
は実質価額まで減損処理する方針としております。当該実質価額は、関係会社の事業計画等に基づき見積りを行っておりますが、将来の不確実な経済条件の変動等
により事業計画等の見直しが必要となった場合、翌事業年度の計算書類において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。

収益認識に関する注記
　収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 7.収益の計上基準」に記載のとおりであります。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 104,123百万円
　なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

２．関係会社に対する金銭債権債務（区分掲記されたものを除く）
⑴　短期金銭債権 16,437百万円
⑵　短期金銭債務 22,323百万円

１．関係会社との取引高
⑴　売上高 43,386百万円
⑵　仕入高（支払手数料等を含む） 65,518百万円
⑶　営業取引以外の取引高 173,616百万円

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首 株 式 数 当 事 業 年 度 増 加 株 式 数 当 事 業 年 度 減 少 株 式 数 当 事 業 年 度 末 株 式 数
普 通 株 式 3,527,421株 4,345,909株 3,279,604株 4,593,726株

自己株式の買取による増加 4,345,500株
単元未満株式の買取による増加 409株
自己株式の消却による減少 3,131,200株
単元未満株式の売渡による減少 4株
ストック・オプション行使による減少 148,400株

繰延税金資産
関係会社株式評価損 5,674百万円
賞与引当金 1,116
未払事業税 745
投資有価証券評価損 609
棚卸資産評価損 485
資産除去債務 469
貸倒引当金損金算入限度超過額 452
減損損失 395
株式報酬費用 284
減価償却費損金算入限度超過額 263
未払社会保険料 175
特別修繕準備金 126
その他 465

繰延税金資産　小計 11,257
評価性引当額 △7,644
繰延税金資産　合計 3,612
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △117
資産除去債務に対応する除去費用 △101
固定資産圧縮積立金 △42

繰延税金負債　合計 △259
繰延税金資産の純額 3,353

貸借対照表に関する注記

損益計算書に関する注記

２．法人税等追徴税額
　2021年６月に、東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知書を受領しました。このため、「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」 (日本
公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第63号)に従い、2022年３月期において、当該更正処分による影響額8,000百万円を費用処理いたしました。当社の主張
と東京国税局の見解は、明らかに相違があるため、法令に則り、更正処分の取り消しのための手続を進めております。

株主資本等変動計算書に関する注記
　　自己株式数に関する事項

（注）増加・減少の内訳（理由）は次のとおりであります。

税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳（2022年３月31日現在）
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種 類 会 社 等 の 名 称
議決権等の所有
（被所有者）

割合

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 等 の 内 容
（注3）

取 引 金 額
（ 百 万 円 ） 科 目 期 末 残 高

（ 百 万 円 ）

子 会 社
HOYA ELECTRONICS
SINGAPORE 
PTE.LTD.

直接 100.00% 当 社 製 品 の 製 造
役員の兼任(注1)

製 品 等 の 購 入 42,327 買 掛 金 11,497

製 品 等 の 販 売 8,328 売 掛 金 3,491

サ ー ビ ス の 提 供 3,281 関 係 会 社 未 収 入 金 872

子 会 社 HOYA LENS 
THAILAND LTD. 間接 100.00% 研 究 開 発 の 受 託

役員の兼任(注1) サ ー ビ ス の 提 供 2,820 関 係 会 社 未 収 入 金 7,656

子 会 社 HOYA FINANCE JPY 
B.V. 間接 100.00% 資 金 の 借 入 ( 注 4 )

役員の兼任(注1)
借 入 の 返 済 62,086 関係会者短期借入金 －

利 息 の 支 払 202 未 払 利 息 －

関 連 会 社 AvanS t ra te株式会社 直接 46.57%
資金の貸付け(注5) 繰延利息元本組入 219 関 係 会 社 貸 付 金 8,887

役 員 の 兼 任 ( 注 2 ) 利 息 の 受 取 － 未 収 収 益 727

関連当事者との取引に関する注記
1.子会社及び関連会社等

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
1.役員の兼任は、当社従業員が取締役を兼任しております。
2.役員の兼任は、当社従業員が社外取締役と社外監査役を兼任しております。
3.価格その他取引条件は、市場実勢を勘案し価格交渉の上で決定しております。
4.HOYA FINANCE JPY B.V.からの資金の借入については日本円で行われております。支払利息は市場金利等を勘案し利率を決定しております。
5.資金の貸付については、市場金利を勘案し利率を合理的に決定しております。また、未返済の元本金額に対し繰延利率に基づいて算出した繰延利息を元本に
　組入れております。返済期日は2023年12月27日で、一定期間据え置き後6回の均等分割返済とし、繰延利息については期日一括払いとしております。未決済額の
　内、一年内回収予定の残高は5,328百万円であります。なお、同社の生産子会社が保有する白金等について担保権を設定しております。
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種 類 会 社 等 の 名 称 又 は 氏 名
議決権等の所有
（被所有者）

割合

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 等 の 内 容
（注1）

取 引 金 額
（百万円）(注2) 科 目 期 末 残 高

（ 百 万 円 ）

役 員 浦 野 光 人 (被所有）
直接 0.00% 当社社外取締役 ストック・オプシ

ョンの権利行使 31 － －

役 員 海 堀 周 造 (被所有）
直接 0.00% 当社社外取締役 ストック・オプシ

ョンの権利行使 22 － －

役 員 吉 原 寛 章 (被所有）
直接 0.00% 当社社外取締役 ストック・オプシ

ョンの権利行使 50 － －

役 員 廣 岡 　 亮 (被所有）
直接 0.01% 当社代表執行役 ストック・オプシ

ョンの権利行使 125 － －

⑴　１株当たり純資産額 846円08銭
⑵　１株当たり当期純利益 524円20銭

     

2.役員及び個人主要株主等

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
1.ストック・オプションの権利行使については、権利付与時の契約によっております。
2.取引金額は当事業年度における新株予約権の権利行使による払込金額を記載しております。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
（自己株式の消却）

　2022年３月24日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、資本効率の向上と発行済株式総数の減数を通じた株主利益の増進を図る観点から、
2022年２月１日の取締役会決議に基づき取得した自己株式の消却を決議し、2022年４月７日に自己株式3,922,600株を消却いたしました。

(1）消却した株式の種類　普通株式
(2）消却した株式の総数　3,922,600株
（消却前の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　1.07％）
(3）消却実施日　2022年４月７日
(4）消却後の発行済株式総数　365,779,420株

（自己株式の取得）

　2022年５月６日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第459条第１項及び当社定款第39条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたし
ました。

１．自己株式の取得を行う理由
　株主還元を強化するとともに、資本効率の向上及び機動的な資本政策の遂行を図るため。
２．取得に係る事項の内容
(1）取得対象株式の種類：当社普通株式
(2）取得し得る株式の総数：5,000,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　1.37％）
(3）株式の取得価額の総額：60,000百万円（上限）
(4）取得期間：2022年５月９日～2022年７月20日（約定ベース）
(5）取得方法：投資一任契約に基づく市場買付
(6）その他：取得予定の自己株式は、株主還元を目的に消却を予定しております。

(注) 本計算書類中及び本個別注記表中の記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。
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